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※ 質問回答等により、契約書等の文言を一部修正します。その内容については、後日改めて東京都教育

委員会ホームページ（http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shogai/yusu.htm）で公表いたします。 

 



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
001 業務要求

水準書
施設設計及
び改修業務
要求水準

5 第3 その他 施設改修において、土地(地中障害物、土壌汚染等)及
び建物(構造欠損、中性化等)に潜在している問題が発
見された場合、そのリスク分担についてお考えをご教
示ください。

契約書案第11条にあるように、都から提供された情報等
から合理的に推測できなかった瑕疵担保責任は東京都
が負うことになります。そのほか本施設の主要構造部
（壁、柱、床及びはり）の瑕疵により事業者に損害が生じ
た場合、東京都がこれを補償します。

002 業務要求
水準書

施設設計及
び改修業務
要求水準

5 第3 施設改修において、竣工後の関連法規の改正等により
既存不適格(構造基準等)となることが確認された場
合、現行法規への対応の是非を確認させてください。

計画通知が昭和62年、工事完了検査が平成元年であ
り、構造基準については現行法規に適合していると考え
ています。

003 業務要求
水準書

現況施設の
概要

6 第3 2 (2) 現況施設の概
要

現況施設の建築確認取得年月日および、竣工年月日
をご教示されたい｡

計画通知は昭和62年10月1日、竣工年月日は昭和63年
12月26日です。

004 業務要求
水準書

現況施設の
概要

6 第3 2 (2) 既存施設の建
物・設備等に
関する情報
（別冊1 P.12）

業務要求水６P（２）現況施設の概要イ設備（ア）電気設
備　C電話設備　電子交換機（日立CX256MS）１基（増
設あり）とありますが、別冊１既存施設の建物・設備等
に関する情報１２P　A. 建物・設備の現況　２．主要設
備一覧　１．電気設備　1-4.電話設備
電子交換機（日立CX256MS）と記述があります。１基増
設があるのでしょうか？又仕様をご指示下さい。

御指摘の通り増設しており、増設分についても同一機種
（日立CX256MS）です。

005 業務要求
水準書

建築物及び
設備に関す
る事項：規模

8 第3 3 (1) ８P(１)床面積は、原則として現状施設の14,016㎡を上
限とする。とありますが、８P(２)イ　バリアフリーに配慮
し、エレベーター・斜路を設ける場所 によっては面積の
増加が予想される。１P（4）ウ　野外施設の想定におい
ても野外炊さん場・トイレ・倉庫の新設に伴い、面積の
増加が予想される。又野外炊さん場・トイレ・倉庫の申
請は都市計画法の開発行為として考えてよろしいです
か

業務要求水準書P.8、３（1）にあるとおり、既存建物の改
修による床面積の増加は可能です。
都市計画法の開発行為については、
①建築物が適法である。
②事業敷地に変更がない。
③用途が教育施設である。
④建築物の規模が建ぺい率・容積率の範囲内で現建築
物の1.5倍以下である。
という条件の下であれば、都市計画法上の許可は必要
ないという方向で、関係部署と調整しており、近日中に
確定する予定です。したがって野外炊さん場・トイレ・倉
庫等の要求水準書に想定している施設等については、
都市計画法上の許可の必要はない見込みです。

006 業務要求
水準書

文化・学習施
設

9 第3 4 (2)イ 文化・学習施
設
最低水準

想定施設（工芸室、音楽・演劇室、会議・研修室）以外
の施設も自由に設けてよろしいでしょうか。

想定施設以外の施設を自由に設けることは可能です（業
務要求水準書　P.9、４(1)ア　参照）。

No 該当項目
質問項目

質   問
番号等

該当箇所
回　　答



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

007 業務要求
水準書

スポーツ施
設

11 第3 4 (3)ウ 各施設の機能
及び性能に関
する事項

第1～３体育室について、「想定している仕様等」は現
状の仕様となっておりますが、他の施設と同様にあくま
で都の参考イメージであり、仕様変更の提案することは
可能でしょうか。

仕様変更の提案は可能です。

008 業務要求
水準書

野外活動施
設

12 第3 4 (4)ウ 野外炊さん場の所の２０場程度とありますが、かまどが
２０ヶ所ということでしょうか？炊さん場が20箇所という
ことなのでしょうか？

かまどの数が20ｶ所程度ということです。ただし、これ
は、あくまで都のひとつのイメージです。事業者は需要
動向や自らの運営方法等を勘案し、適切な施設を提案
してください。

009 業務要求
水準書

宿泊施設 13 第3 4 (5)ウ 宿泊施設
施設の想定

宿泊室の想定仕様は記載されていますが、利用者の
想定仕方よってはユニットバスを設置しなくても構いま
せんか。（明示されている仕様を必ず遵守しなければな
りませんか。）

宿泊室の想定仕様はあくまで東京都のイメージですの
で、必ずしも遵守する必要はありません。事業者の判断
に任せます。

010 業務要求
水準書

宿泊施設 13 第3 4 (5)ウ 宿泊施設
施設の想定

宿泊室の団体タイプについて、４～６人室で和洋の２タ
イプ及び１０人和室で構成する､とありますが、学校や
青少年団体の班別人数は８人タイプが多く、上記タイプ
のほか、たとえば､８人タイプの部屋を設定するなど、都
が想定されているタイプ以外の仕様を設置することは
可能でしょうか？

あくまで都のイメージですので、都が想定しているタイプ
以外の仕様とすることは可能です。事業者の判断で提
案してください。

011 業務要求
水準書

一般公開施
設（ユース・
スクエア）

14 第3 4 (6) ユース・スクエアの受け付け体制は需要に応じて兼務
スタッフが対応してよいのでしょうか？それとも、平日
で｣来訪者がほとんど見込まれない時間帯であっても
社会教育主事の有資格者がいつも待機していなけれ
ばならないのでしょうか？それとも責任者としてのみい
ればよいのでしょうか？

社会教育主事の有資格者は、ユース・スクエアをはじめ
としたユース･プラザにかかわる社会教育的業務を効果
的に遂行するためのスタッフとして、常に専門的な視点
からユース･プラザの各種事業をコーディネートしてもらう
ことを期待しています。したがって、社会教育主事の有
資格者を配置する時間は、必ずしもユース･プラザ開館
中のすべてである必要はありません。上記の趣旨と利用
者のニーズ等を勘案し、事業者が設定してください。

012 業務要求
水準書

対象者 20 第4 2 (1)ア 施設提供業務 対象者は特に制限しない､とありますが、他道府県の利
用者も対象となると解してよろしいでしょうか。

そのとおりです。

013 業務要求
水準書

対象者 20 第4 2 (1)ア 施設提供業務 対象者は特に制限はしない、とありますが､外国人の利
用者も対象となると解してよろしいでしょうか｡

そのとおりです。

014 業務要求
水準書

開館日 20 第4 2 (1)イ 施設提供業務
開館日

原則として通年開館、とありますが、年末年始も開館す
ると解してよろしいでしょうか。

そのとおりです。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

015 業務要求
水準書

利用料金体
系

21 第4 2 (2)イ 運営業務要求
水準
利用料金体系

ここでいう利用料金は、地方自治法244条の2（公の施
設の設置、管理及び廃止）第4項にいう利用料金として
条例事項ですか。契約書案42条1項では、施設利用料
金の設定は事業者が行うと規定されていますが、42条
2項では施設利用料金のうち基本利用料金の変更には
都との協議が必要とされています。施設利用料金を事
業者の判断で変更するのに、手続的・時間的にどれく
らいかかると見込んでおく必要があるのかが質問の趣
旨です。

ここでいう利用料金は、地方自治法にいう条例事項では
ありません。したがって、基本利用料金の変更には都議
会の承認は必要ありませんが、都との協議を要します。
都としては、極力短時間で協議を進めるつもりです。
なお、基本料金以外の料金設定（割引等）は、事業者の
判断で随時変更することが可能です。

016 業務要求
水準書

利用料金体
系

21 第4 2 (2)イ 利用料金体系 利用料金等については､都の条例、規則等により定め
られるのでしょうか｡

本件施設は公の施設ではないので、利用料金等が条例
で定められることはありません。

017 業務要求
水準書

利用料金体
系

22 第4 2 (2)イ
(ｳ)

繁忙期に価格を上げる事も可能でしょうか？ 業務要求水準書P.22「(ｳ)割増料金の設定」は、主たる対
象者以外の料金であり、基本料金に対して事業者が自
由に設定するものです。したがって、繁閑等に応じて差
を設けることも可能です。
なお、主たる対象者の料金については、基本料金の範
囲内であれば、繁閑等による差を設けることは可能です
が、基本料金額自体の変更は、都との協議が必要です
（契約書案 第42条参照）。

018 業務要求
水準書

受付方法の
設定

23 第4 2 (2)ウ
(ｱ)ｂ

受付方法の設
定

インターネットによる受付は区部と同じフォーマットが望
ましいのでしょうか？

特に同じである必要はないと考えます。

019 業務要求
水準書

料金の徴収
方法

24 第4 2 (2)エ 運営業務要求
水準
料金の徴収方
法

利用料金の徴収については、地方自治法243条（私人
の公金取扱いの制限）の適用はないものと理解してよ
ろしいですか。

利用料金については、事業者の収入になるので公金と
はなりません。

020 業務要求
水準書

保育室 27 第4 2 (3)オ
(ｳ)b

保育室 保育室の利用は、施設を利用する団体の責任におい
て利用するものとありますが、室利用料等の徴収は可
能でしょうか。

保育室は、子育て支援のための環境整備の観点から、
多様な利用者の活動機会を保障するための付属的な施
設（スペース）として設置・提供するものであり、それ自体
に対価の発生する貸出対象とは想定していません。
保育室の機能を拡充して、特別なサービス（保育士等の
配置等）を提供する場合等には、その対価を徴収するこ
ともあり得ると考えますが、原則は無料であると考えてい
ます。

021 業務要求
水準書

飲食等の提
供

27 第4 2 (3)カ
(ｲ)

飲食等の提供 再調理場だけのことでなく、野外炊さん場にも関連しま
すが、利用者の持ち込みによる事故が発生しないよう
一切の持ちこみ禁止が可能でしょうか？

関連する法令等を遵守しながら、利用者の利便性に配
慮して事業者が判断してください。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

022 業務要求
水準書

営業及び広
報活動

32 第4 6 その他の業務 営業（閑散期の集客等）や広報活動において、専門の
代理店等の外部業者に業務委託する場合、利用者側
ではなく事業者側から報酬を支払うことになると思われ
ますが、その場合の報酬についてもサービス購入料の
対象と考えてよろしいでしょうか。

サービス購入料と利用料金収入の中で賄っていただき
ます。

023 業務要求
水準書

現況施設の
概要

32 第4 6 (1)エ その他の業務
その他

利用者確保を行ううえで､現行の都立青年の家の利用
者データなどを提供していただくことは可能でしょうか｡

青年の家の利用状況等については、本回答の別紙１に
示したとおりです。なお、利用者の個人情報にかかわる
データは提供することができません。

024 業務要求
水準書

周辺諸施設
等との連携

33 第4 6 (3) 周辺施設等と
の連携

掲げられている各施設との連携については､各々の先
方に事前に本情報が行き渡っていると考えてよろしい
でしょうか｡

事前に本情報が行き渡っていると考えて結構です｡

025 業務要求
水準書

企業協賛金
の獲得等

33 第4 6 (4)ア 企業協賛金の
獲得等

「協賛金の負担者に対して～」とありますが、施設内各
所に協賛社の広告等を設置することは可能でしょうか｡

当該箇所は、主に個別の事業案内チラシ等への掲載を
想定したものです。
施設内の広告等の設置も可能ですが、その際は場所、
内容等については、社会通念や施設の性格等を考慮し
て設置していただくことが望ましいと考えます。

026 業務要求
水準書

修繕業務 35 第5 1 (2) 計画修繕 「運営開始後20年間の施設運営継続が可能となる」計
画修繕とは、具体的な例を挙げるとどのようなことで
しょうか。例えば、15年目に起こり得る機器の更新を見
積もりに入れて置くという事でしょうか。

20年目までを視野に入れ、その間なるべく大規模修繕
の必要がないような計画修繕の考え方が必要となりま
す。その上で、事業者が提案する計画修繕プランは、事
業期間である10年間について示してください。また、提案
に11年目以降の修繕費を見込む必要はありません。

027 業務要求
水準書

修繕業務 35 第5 1 維持管理業務
要求水準
修繕業務

運営、維持管理期間中の緊急を要する修繕について、
事後承諾が許可される具体的な範囲を示していただい
きたい。

利用者に危害が及ぶなど緊急を要する場合を想定して
います。

028 業務要求
水準書

施設名称に
ついて

39 第6 1 その他
施設名称につ
いて

（ＳＰＣを設立しない場合）
都との直接契約者である事業者が、都と協議のうえ集
客の向上等を図るために施設名称を事業者名（例：
「○○ユース・プラザ」等）にすることはネーミングライト
にあたらないと考えてもよろしいでしょうか。

お考えの通りです。ただし、具体的な名称の決定に当
たっては、都との協議が必要です。

029 業務要求
水準書

施設名称に
ついて

39 第6 1 (2) その他
施設名称につ
いて

ネーミングライト販売における、命名の範囲に制限があ
るのでしょうか。
※（ダイレクトに企業名をつけても良いのか）

落札者決定後、協議させていただきます。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

030 業務要求
水準書

施設名称に
ついて

39 第6 1 (2) その他
施設名称につ
いて

ネーミングライト販売において、収入割合の按分指数を
具体的に示していただきたい。

5割程度と考えています。

031 業務要求
水準書

備品等の整
備、更新

40 第6 4 備品などの整
備、更新

備品類をリースして事業終了時に無償譲渡することは
可能でしょうか。

備品類を東京都に無償譲渡することは可能ですが、リー
ス契約の継承については協議させていただきます。中途
解除の場合、都の買取りが確保されるようにすることが
必要です（契約書案第65条第2項参照）。

032 業務要求
水準書

民間提案事
業等の実施

41 第6 7 (2)イ
(ｳ)

その他 民間提案事業会計と多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計との分離の要求内容は、入札説明書13頁（５(4)ア
(ｲ)）において落札者がSPCを設立しない場合に要求さ
れる本件事業会計と落札者の他事業会計との分離と
同じと理解してよいですか。特に、多摩地域ユース・プ
ラザ本体事業に関して、事業者負担の増加費用が発
生している場合に、民間提案事業会計から多摩地域
ユース・プラザ本体事業会計に対して資金を流用する
ことも認められませんか。

民間提案事業会計と多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計との分離の要求内容は、本件事業会計と落札者の
他事業会計との分離と同じと理解してください。また、民
間提案事業会計から多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計に対して資金を流用することは認められますが、反
対に多摩地域ユース・プラザ本体事業会計から民間提
案事業会計に対して資金を流用することは認められませ
ん。

033 業務要求
水準書

民間提案事
業等の実施

41 第6 7 「民間提案事業」において、新規に建物を建設した場合
の建設代金は、サービス料Bに含めることが可能でしょ
うか？あるいは、民間単独事業として考えるべきでしょ
うか？

「民間提案事業」において、新規に建物を建設した場合
の建設代金は、サービス購入料Bに含めることはできま
せん。民間単独事業として考えてください。

034 業務要求
水準書

多摩地域
ユース・プラ
ザ面積参考
表

44 別紙１ 畑　８００㎡とありますが、現在高校に畑はあります
か？

現在高校に畑はありません。

035 業務要求
水準書

基本料金体
系の上限額

48 別紙３ 3 野外活動施設 キャンプファイヤー場の利用は無料とありますが、「薪」
等の消耗品の供給は有料として宜しいでしょうか。都の
考えをお示しください。

事業者の判断で設定してください。

036 業務要求
水準書

現況施設の
概要

別冊1
p.15

A 5 改修履歴にある補修工事の詳細をご教示ください。 資料が膨大なため、現地見学の際に開示します。必要
があれば希望者に有料で配布します。

037 業務要求
水準書

入札の手続 別冊1
(表紙）

その他 現地見学の際に有償で受領可能とされている竣工図
には、平面詳細図・断面詳細図・構造図・構造計算書・
設備図等が含まれますでしょうか。含まれない場合は、
これらを開示していただきたい。
特に構造図・構造計算書については改修工事を計画す
る上で必須と考えられます。

記載された図書はすべて含まれています。
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対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

038 契約書案 事業者 1 前文 SPCを設立しない場合の「事業者」は、代表企業を指す
という理解でよろしいでしょうか。

SPCを設立しない場合、入札参加者が単独の時には代
表（当該）企業、入札参加者が複数の構成員からなる場
合には当該構成員が構成する共同企業体を指します。

039 契約書案 （本件事業の
概要）

2 第1章 第5条 「本件事業は､本件施設の設計…」とされていますが、
現在八王子高陵高校正門脇に掲出されている「建築計
画のお知らせ」看板には、設計者として㈱ゼロ建築都
市研究所と記載されています。当該設計者の業務内容
と､事業者による提案内容の関係はどのように関係付
けられますか。

㈱ゼロ建築都市研究所は、学校から社会教育施設への
用途変更手続業務を行っており、事業者の提案とは関
係ありません。当該設計者は、本事業のアドバイザリ－
契約を締結している三菱総合研究所から技術アドバイ
ザーとして委託され業務を行っています。

040 契約書案 （事業者の資
金調達）

2 第1章 第6条 2項 「財政上、金融上の支援」とは、具体的にどのような支
援なのかご教示ください。また、支援者として誰が想定
されますか。東京都も協力していただけますか｡

現段階では、日本政策投資銀行の「民間資金活用型社
会資本整備」に対する融資（無利子融資、低利融資）等
が想定されます。都も必要に応じて協力します。

041 契約書案 （民間提案事
業）

3 第1章 第7条 3項 民間提案事業会計と多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計との分離の要求内容は、入札説明書13頁（５(4)ア
(ｲ)）において落札者がSPCを設立しない場合に要求さ
れる本件事業会計と落札者の他事業会計との分離と
同じと理解してよいですか。特に、多摩地域ユース・プ
ラザ本体事業に関して、事業者負担の増加費用が発
生している場合に、民間提案事業会計から多摩地域
ユース・プラザ本体事業会計に対して資金を流用する
ことも認められませんか。
民間提案事業は、①文化・学習施設、②スポーツ施
設、③野外活動施設、④宿泊施設の４施設以外の、別
個独立の施設の設計・建設・維持管理・運営を伴う事
業であってもよろしいでしょうか。

民間提案事業会計と多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計との分離の要求内容は、本件事業会計と落札者の
他事業会計との分離と同じと理解してください。また、民
間提案事業会計から多摩地域ユース・プラザ本体事業
会計に対して資金を流用することは認められますが、反
対に多摩地域ユース・プラザ本体事業会計から民間提
案事業会計に対して資金を流用することは認められませ
ん。
民間提案事業は、本体事業（①文化・学習施設、②ス
ポーツ施設、③野外活動施設、④宿泊施設等）とは別
に、事業者の任意で、独立した別個の事業として計画･
実施するものです。したがって、御指摘の４施設以外の
事業が可能です。

042 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の利用目的）

3 第2章 第8条 本件施設及び
本件土地の利
用目的

本件事業の効用を高める目的のもので都が認めるも
のは、本件土地を第三者に譲渡若しくは賃貸すること
が可能であると読めますが、その際の賃料収入等は民
間事業者の収入と考えてよろしいでしょうか。

都が本件事業の効用を高めるもの又は公共性を有する
ものとして認めた場合は、事業者は本件施設及び本件
土地を第三者に賃貸することはできますが、譲渡するこ
とはできません。
賃貸した場合の賃料収入は、民間事業者の収入となり
ます。

043 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の使用貸借）

3 第2章 第9条 1項 該当箇所に「事業が終了した時点で、本施設及び本件
土地を継続してしようすることに支障がない状態で、都
に返還するものとする。」という記述がありますが、具体
的な基準があればご教示下さい。

具体的な基準は、契約書案P.20（第59条第1項及び第2
項）及び契約書案別紙13によります。
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対象案 タイトル 頁
No 該当項目
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質   問

番号等
該当箇所
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044 契約書案 3 第2章 第9条 2項 使用貸借契約には、同契約期間中、都が本件施設及
び本件土地を第三者に譲渡、賃貸しない旨の条項の
追加が必要です。（使用貸借に基づく権原は第三者に
対抗できないことから、本件事業に関して事業者に融
資を行なう銀行団向けに、本件事業の安定性・継続性
を説明するために必要です。）

都は、使用貸借期間中は、本件施設及び本件土地を第
三者に対し譲渡、賃貸しません。また、法律に認められ
る場合以外、都が一方的に使用貸借契約を解除するこ
とはありません。なお、平成15年3月末までに都の使用
貸借の規定を改正し、事業期間中の更新が不要となる
ようにする予定です。

045 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の使用貸借）

3 第2章 第9条 3項 備品を「貸し渡す」という表現と「譲渡された」という表現
がありますが、「譲渡された」という表現は誤りであると
いう認識でよろしいでしょうか。

「譲渡された」が正しく、備品を「貸し渡す」は誤りであり、
契約書の文言を修正します。

046 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の使用貸借）

3 第2章 第9条 3項 無償貸借の対象となる備品については、使用貸借期間
は、事業期間終了時までと考えてよろしいでしょうか。

備品は貸借ではなく譲渡します。
本項の文言の備品を「貸し渡す」は誤りです。正しくは、
備品を「譲渡する」であり、契約書の文言を修正します。

047 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の使用貸借）
（使用貸借の
取消し等）

3 第2章 第9条
10条

3項
4項

9条3項2文中、「都から無償で譲渡された備品」とある
のは、「都から無償で貸し渡された備品」の誤記でしょう
か。

契約書案第9条第3項前段に、「都が作成した備品台帳
に記載された備品を、事業者に対して無償で貸し渡す」
とあるのは、「都が作成した備品台帳に記載された備品
を、事業者に対し無償で譲渡する」の誤記です。第10条4
項に誤りはありません。

048 契約書案 （使用貸借の
取消し等）

3 第2章 10条 1項 本件施設及び本件土地の使用貸借の不更新の場合が
ありうることを前提にした規定振りですが、事業期間中
に使用貸借契約が更新されずに終了してしまうリスク
の要素がもしあれば、その内容を教えて下さい。

使用貸借契約を更新しないことは、原則として想定して
いません。
なお、平成15年3月末までに都の使用貸借の規定を改
正し、事業期間中の更新が不要となるようにする予定で
す。

049 契約書案 （使用貸借の
取消し等）

3 第2章 10条 1項 使用貸借の「取消し」と規定されていますが、契約の取
消しは制限能力者や詐欺・強迫等により瑕疵ある意思
表示を行った者の保護のためのものです。本条の文脈
では、「取消し」よりは「解除」の方が適切ではありませ
んか。

法令上の用語としては「解除」となります。落札者が決定
した後、文言について調整します。

050 契約書案 （使用貸借の
取消し等）

3 第2章 10条 1項 本件施設および本件土地の使用貸借が取り消される
のは､具体的にどのような場合でしょうか｡

本件施設及び本件土地の使用貸借が取り消される具体
的な内容は特に想定していません。基本的に本契約が
解除されない限り取り消されないと考えてください。

051 契約書案 （使用貸借の
取消し等）

3 第2章 10条 2項 「事業者は都による支払いの方法を選択できる」とはど
のような意味でしょうか｡

契約書案第10条第2項にあるように、「均等分割払」又は
「支払時点までの利息を付した一括払」のいずれかを選
択できるという意味です。
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052 契約書案 （使用貸借の
取消し等）

4 第2章 10条 5項 本条項による補償は、10条1項による本契約の終了に
つき、①都の責めに帰すべき事由がある場合だけでな
く、②不可抗力の場合のいずれにも適用があると解釈
して良いですか。また、都の損害賠償請求権を規定し
た10条7項との均衡上、都の責めに帰すべき事由によ
る本契約の終了の場合には、事業者が本件事業の実
施により得られていたはずの利益（逸失利益）を含む損
害賠償を請求することができることを、本条項に明記し
て下さい。

本条項における補償は、契約書案第10条第１項による
本契約の終了につき、その原因を限定するものではあり
ません。
また、都の責めに帰すべき事由による本契約の終了の
場合には、事業者が本件事業の実施により得られてい
たはずの利益（逸失利益）を含む損害賠償を請求するこ
とができる旨を、本条第５項文末に追記します。

053 契約書案 4 第2章 10条 6項 「本件施設の改修費相当額の100分の10に相当する違
約金」、「本件施設の工事費残存額相当額の合計額の
100分の10に相当する違約金」ほか各種違約金の支払
い規定がありますが、ここでいう改修費相当額等には
金利は含まれないと考えてよろしいでしょうか。

金利は建設期間中の金利のみが含まれます。

054 契約書案 4 第2章 10条 6項 「本件施設の改修費相当額の合計額の100分の10に相
当する違約金」の、合計額とは何を指すのかご教示願
います。

契約書案別紙1の9、23をご覧ください。

055 契約書案 （使用貸借の
取消し等）
（本件施設の
完了確認通
知の受領後
の解除の効
果）

 423 第2章
第7章

10条
65条

6
1

第10条６に事業者の責めに帰すべき事由による使用貸
借の取り消しの場合のペナルティ、第65条１に事業者
の責めに帰すべき事由による契約の解除の場合のペ
ナルティが各々記載されていますが、これらの関係に
ついてご教示下さい。事業者の責めに帰すべき事由に
より使用貸借取り消しとなり契約解除となった場合の事
業者が支払う違約金はどのようになりますか。
10/100でしょうか、10/100+10/100=20/100でしょうか。

御質問の場合、10/100 となります。違約金を2重に徴収
することはありません。

056 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の瑕疵担保
責任）

5 第2章 11条 2項 既存建物の瑕疵について「合理的に推測できる瑕疵の
改修は、事業者の責任」となっていますが、見方及び判
断によってコストが大きく変わってくると思います。例え
ば、既存建物の瑕疵については、コスト評価の対象外
とするとか、都のほうで瑕疵を列挙するとかの方策が
図れないものでしょうか。

御意見として承りますが、契約書案の文言のとおりとしま
す。なお、本条第５項で、本件施設の主要構造部の瑕疵
により事業者に損害が生じた場合、これを補償する旨、
明記しております。

057 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の瑕疵担保
責任）

5 第2章 11条 3項 都は事業者が被った損害又は増加費用を、「合理的な
範囲で」事業者に対して補償するとありますが、実際に
被った損害及び増加費用は全額補償されると考えてよ
ろしいでしょうか。

必ずしも全額補償されるものではなく、契約書案の文言
の通り、不合理なものについては、補償しません。
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058 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の瑕疵担保
責任）

5 第2章 11条 4項 この項目の意味するところは、合理的に推測できな
かった瑕疵でも、運営開始後丸1年以降に主要構造部
以外の瑕疵により損害が発生した場合は、事業者の責
任で修補しなければならないということでしょうか。

お考えのとおりです。

059 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の瑕疵担保
責任）

5 第2章 11条 本件施設又は本件土地の瑕疵が、「前記情報等」から
合理的に推測できる状況であったか否かを検証するた
めに、「前記情報等」の内容のうち「現場確認の機会」
のように書面化されていない情報を確定し相互に書面
により確認しておく必要があります。そのような手続を
経なければ、「前記情報等」から合理的に推測できる状
況か否かの検証が困難となり、この規定はリスク分担
規定として機能しないおそれがあります。

御意見として承りますが、「現場確認で得られた情報」を
書面にするのは困難であり、契約書案の文言のままとし
ます。

060 契約書案 5 第2章 11条 4項 瑕疵担保責任の除斥期間の起算点が、事業者が瑕疵
を発見した時からではなく運営開始時からである点に
おいて、本条項は瑕疵担保責任の一部免責特約として
の効力を有しています。したがって、民法572条の趣旨
を類推して、本条項に次の但書を追加してください。
「但し、都が知って事業者に告げなかった事実について
は、瑕疵担保責任の請求期間は、事業者がその事実
を知った時から１年間とする。」

御意見として承りますが、契約書案の文言のままとしま
す。

061 契約書案 5 第2章 11条 5項 「第2項による場合のほか」は、「第3項による場合のほ
か」の誤記でしょうか。

お考えのとおりですので、契約書の文言を修正します。

062 契約書案 （本件施設の
設計）

5 第3章 12条 2項 実施方針別紙１のリスク分担表により、測量調査に関
して都が負担するとされているリスクに関する規定が現
在の規定振りでは抜け落ちています。リスク分担表の
内容に沿った都のリスク負担を条文に反映させるた
め、次の但書を追加して下さい。
「但し、都が行った測量調査の不備、誤り等により生じ
た設計上の誤り及び設計変更から発生する増加費用
は、都が負担する。」

今回、測量調査は実施しませんでしたので、契約書案に
は規定しませんでした。

063 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の瑕疵担保
責任）

5 第2章 11条 「本件施設及び本件土地の瑕疵担保責任」第11条に
「前記情報等」とありますが、これまでに提示された情
報と、現地見学会での情報で全てと考えて宜しいでしょ
うか？

「これまでに」というのは、「入札までに」という趣旨です。
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064 契約書案 （本件施設の
設計）

5 第3章 12条 2項 「事業者は､本件施設の設計に関する一切の責任を負
う」旨が記されていますが､現在､東京都より㈱ゼロ建築
都市研究所に依頼されている事項に対しても、事業者
が責任を負うことになりますか｡
もし、その場合には当該事項についての詳細をご教示
ください。

事業者が責任を負うことはありません。

065 契約書案 6 第3章 13条 4項 13条2項で事業者側事由に起因する設計変更に係る増
加費用のみが事業者負担と規定されていることと、本
条項の現在の規定振りは矛盾しています。13条2項と
の整合性をとるため、設計変更が、都の責に帰すべき
事由による場合及び実施方針別紙１リスク分担表に記
載されている都が負担するものとされているリスクに起
因する場合には、事業者は費用負担しないことを規定
するため、本条項２行目の「事業者に追加的な費用が
発生したときは、」の直後に次の文言を追加して下さ
い。
「当該変更が事業者側の事由に起因する場合に限
り、」

お考えのとおりですので、趣旨を明らかにするため、契
約書案に文言を追記します。

066 契約書案 （本件施設の
改修に関す
る許認可及
び届出等）

8 第4条 19条 「都が申請する必要が生じた場合､都が必要な措置を
講ずるものとする」とありますが、申請に伴い申請手数
料等の実費が発生した場合､入札金額とは別に、民間
事業者が立替払いし、都が速やかに精算支払いするも
のと考えてよろしいでしょうか｡

申請に伴う資料作成は民間事業者に行っていただきま
す。申請は都が直接行います。申請に伴う費用が発生し
た場合は、直接都が支払います。

067 契約書案 （改修場所の
管理）

8 第4章 20条 本条項の冒頭に、次の文言を追加してください。
「都から引渡しを受けた後の」

お考えのとおりですので、契約書案に文言を追記しま
す。

068 契約書案 （本件施設の
改修等に伴
う近隣対策
等）

8 第4章 21条 本件施設に対し､東京都は耐震調査を実施しています
か｡また、実施していれば、その結果もあわせてご教示
ください｡

耐震調査は行っていません。
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069 契約書案 （本件施設の
改修等に伴
う近隣対策
等）

9 第4章 22条 八王子高陵高校の閉校および多摩地域ユースプラザ
の開設に至る件についての、地元等への説明実績お
よび被説明者からの意見・質問の要旨をご教示くださ
い。また、近隣等からの反対が激しく､多摩地域ユース
プラザの建築および運営が困難となるに至った場合の
措置についても､ご教示ください。

八王子高陵高校の閉校については、都立高校改革推進
計画に基づき、八王子高陵高校と館高校との発展的統
合により設置する八王子地区単位制高校についての説
明に合わせ、ＰＴＡ等への説明会(平成11年7月、8月、平
成12年2月）を実施しています。また、ユース･プラザにつ
いては、基本構想について近隣の町会等役員に対して
（平成12年6月）、PFIによる建設について周辺住民の
方々に対して（平成14年8月）、それぞれ八王子高陵高
校を会場に実施しています。
これらの説明会では、「地域の活性化につながるよう
に」、「隣接する運動施設等との連携を」、「地元の人も使
えるように」、「改修時の工事車両の通行等の安全･騒音
等に配慮を」、「改めて事業者からの説明会の実施を」等
の意見や要望が出されました。
近隣等からの反対で建築･運営が困難となる場合の措
置については、その原因や状況によって対応が異なる
ため、一概に示すことはできませんが、最終的には都の
責任となります（契約書案第38条第２項）。

070 契約書案 （履行保証
等）

9 第4章 23条 履行保証等 事業者が建設工事保険及び履行保証保険を付保又は
これと同等の保証契約でとが承認するものを締結する
とありますが、工事施工者が保険を付保することは当
然に承認されるという認識でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

071 契約書案 9 第4章 23条 2項 建設工事保険及び履行保証保険は、事業者ではなく請
負人（17条2項）が保険契約者かつ被保険者となるもの
を請負人から徴求して都に提出することでもよいです
か。また、履行保証保険や保証契約のほか、例えば、
それらに代わる担保となる有価証券等の提供による等
の代替的方法によることも可能でしょうか。

建設工事保険についてはお考えのとおりですが、履行
保証保険については被保険者は事業者としてください。
また、東京都契約事務規則第41条に基づき、有価証券
等を担保とすることが可能です。

072 契約書案 （都による説
明要求及び
建設現場立
会い等）

9 第4章 24条 4項 検査又は試験への都の立会いは、都の費用負担で行
われることを明記してください。

お考えのとおりですので、趣旨を明確にするため、契約
書案に文言を追記します。

073 契約書案 10 第4章 25条 3項 完了検査への都の立会いは、都の費用負担で行われ
ることを明記してください。

お考えの通りですので、趣旨を明確にするため、契約書
案に文言を追記します。
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074 契約書案 （完了検査） 10 第4章 25条 5項 本条項が定める出資者による完工保証と、23条1項の
定める履行保証保険又は保証契約とで、行使の順序
はどのようになりますか。本条項の出資者の完工保証
は、いつまでに締結する必要がありますか。

前段につきましては、履行保証は契約解除の場合にの
み発動されるので、事実上は完工保証（第25条第5項）
→履行保証（第23条第2項）の順に成ると考えられます。
後段につきましては、契約の締結後速やかに締結する
必要があります。

075 契約書案 （完了検査） 10 第4章 25条 5項 本条項の定める保証は、落札者がSPCを設立しないで
都と直接に事業契約を締結する場合には不要と考えて
よろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

076 契約書案 11 第4章 27条 3項 試稼働が求められた場合、どれくらいの試稼働期間を
想定したらよろしいでしょうか。

具体的な日数及び内容は、都と事業者の協議によって
決定します。

077 契約書案 （都による本
件施設の運
営体制確認
等）

11 第4章 27条 3項 運営又は維持管理体制に対する都の判断に対し、事
業者が意見を述べた場合は、是正するか否かは都及
び事業者の協議により決定されると考えてよろしいで
しょうか。

お考えのとおりです。

078 契約書案 （都による利
用受付体制
等の確認）

11 第4章 28条 2項 運営体制に対する都の判断に対し、事業者が意見を述
べた場合は、是正するか否かは都及び事業者の協議
により決定されるものと考えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

079 契約書案 （瑕疵担保） 12 第4章 30条 2項 都の瑕疵担保責任期間は運営開始時から１年間（11条
4項）であるのに対して、事業者の瑕疵担保責任期間は
運営開始時から２年間（30条2項）と長めに規定されて
います。このように、都に有利で事業者に不利な形で
瑕疵担保責任を不均衡に規定した理由を教えて下さ
い。

契約書案第11条第5項に、都は第2項による場合のほ
か、事業期間中、本件施設の主要構造部の瑕疵により
事業者の損害が生じた場合、これを補償するとしている
ため、事業者の瑕疵担保期間は２年と定めたものです。

080 契約書案 （瑕疵担保）
（本件施設の
完了確認通
知の受領後
の解除の効
果）

 1223 第4章
第7章

30条
64条

上記の2条項が意味するものは、改修工事をした部分
は、運営開始後2年と事業終了後の1年に瑕疵担保責
任を持つということでしょうか。

お考えのとおりですが、瑕疵担保責任を根拠とする損害
賠償請求権の権利行使期間の経過後も、事業期間中は
業務要求水準を満たすことは必要です。

081 契約書案 （建設工事中
に事業者が
第三者に及
ぼした損害）

13 第4章 34条 但書 例えば、本件施設の設置・保存の瑕疵に起因して第三
者に損害が発生した場合等、都が最終的に所有者とし
ての土地工作物責任（民法717条1項但書）を負担すべ
きような場合は、都が第三者に対して損害を賠償する
ものと考えてよろしいでしょうか。

お考えの通りですが、都は、本件施設の設置・保存の瑕
疵において事業者に帰責事由があるときは、事業者に
対して求償することができます。
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082 契約書案 （許認可及び
届出等）

14 第5章 37条 1項 「都が申請する必要が生じた場合､都が必要な措置を
講ずるものとする」とありますが、申請に伴い申請手数
料等の実費が発生した場合､入札金額とは別に、民間
事業者が立替払いし、都が速やかに精算支払いすると
考えてよろしいでしょうか｡

申請に伴う資料作成は、民間事業者に行っていただきま
す。申請は、都が直接行います。申請に伴う費用が発生
した場合は、直接都が支払います。

083 契約書案 （本件施設の
運営）

14 第5章 39条 2項 39条2項に基づき実施することができる各種の事業と
は、7条に定める民間提案事業と同じとの理解でよろし
いでしょうか。

契約書案第39条第2項に規定される事業は、業務要求
水準書P.41の７(1)の「本件施設を活用した事業（文化･
スポーツ教室等）」に当たります。
これに対して、契約書案第7条に定める民間提案事業
は、業務要求水準書P.41の７(2)「新たな施設･設備等を
設けて行う事業(民間提案事業）」に該当します。

084 契約書案 （施設利用料
金の設定及
び変更）

15 第5章 42条 2項 本条の定める施設利用料金は、地方自治法244条の2
（公の施設の設置、管理及び廃止）第4項にいう利用料
金として条例事項ですか。42条1項では、施設利用料金
の設定は事業者が行うと規定されていますが、42条2
項では施設利用料金のうち基本利用料金の変更には
都との協議が必要とされています。施設利用料金を事
業者の判断で変更するのに、手続的・時間的にどれく
らいかかると見込んでおく必要があるのかが質問の趣
旨です。

ここでいう利用料金は、地方自治法にいう条例事項では
ありません。したがって、基本利用料金の変更には都議
会の承認は必要ありませんが、都との協議を要します。
都としては、極力短時間で協議を進めるつもりです。
なお、基本料金以外の料金設定（割引等）は、事業者の
判断で随時変更することが可能です。

085 契約書案 （本件施設の
運営にかか
る第三者の
使用）

16 第5章 44条 3項 「あらかじめ」とは、いつの時点をさすかご教示くださ
い。

事業者が第三者に委託する前まで、を指します。

086 契約書案 （本件施設の
維持管理に
かかる第三
者の使用）

17 第5章 49条 3項 「あらかじめ」とは、いつの時点をさすかご教示くださ
い。

事業者が第三者に委託する前まで、を指します。

087 契約書案 （都の監査） 18 第5章 51条 都の監査にかかる費用は、都が負担することを明記し
て下さい。

お考えのとおりですので、趣旨を明確化するため、契約
書案に文言を追記します。

088 契約書案 （利用者モニ
タリングの実
施）

18 第5章 52条 利用者モニタリングへの都の立会いにかかる費用は、
都が負担することを明記して下さい。

お考えのとおりですので、趣旨を明確化するため、契約
書案に文言を追記します。
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089 契約書案 （サービス購
入料の減額）

19 第5章 56条 3項 実施方針別紙１リスク分担表によれば本件事業の全段
階を通じて不可抗力リスクは、都が主分担・事業者が
従分担とされています。不可抗力により営業日に本件
施設の営業を行うことができない場合は、56条3項但書
の「合理的な理由」に該当し、かつサービス購入料の減
額は行われないものとの認識でよいですか。万一、不
可抗力の場合でもサービス購入料の減額が行われる
場合がありうるとしたら、どのような場合を想定すれば
よろしいのでしょうか。

不可抗力による場合の減額としては、危険負担による減
額があり得ます。すなわち、事業者が事業契約上の義
務履行を免れたとき、それによって支出を免れた費用
は、サービス購入料から減額することとします。これにつ
いては、契約書案第74条第3項に規定されています。

090 契約書案 （第三者に及
ぼした損害
等）

20 第5章 58条 1項 但書 例えば、本件施設の設置・保存の瑕疵に起因して第三
者に損害が発生した場合等、都が最終的に所有者とし
ての土地工作物責任（民法717条1項但書）を負担すべ
きような場合は、都が第三者に対して損害を賠償する
ものと考えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりですが、都は、本件施設の設置・保存の
瑕疵において事業者に帰責事由があるときは、事業者
に対して求償することができます。

091 契約書案 （第三者に及
ぼした損害
等）

 20 第5章 58条 2項 別紙5 58条2項により要求されている付保期間は、「本件施設
を都に返還するまでの間」です。別紙５に記載された４
種類の保険のうち普通火災保険以外の３種類の保険
について、付保期間の末日が「本件施設の都に対する
譲渡日」となっているのは、「本件施設の都に対する返
還日」の誤記でしょうか。

お考えのとおりですので、契約書案の文言を修正しま
す。

092 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の返還）

20 第6章 59条 5項 実施方針別紙１リスク分担表によれば本件事業の全段
階を通じて不可抗力リスクは、都が主分担・事業者が
従分担とされています。不可抗力事由により本件施設
が損壊したために本契約が解除された場合、事業者
は、本件施設および本件土地を継続して利用すること
ができる状態にまで自らの費用で復旧する責任を負わ
ず、契約終了時点での現状有姿で都に対して返還すれ
ば良いと理解してよいですか。もしこの理解でよけれ
ば、不可抗力事由により本件施設の状態が別紙13の
水準を満たさない場合にも、59条5項但書の適用があ
るようにして明記して下さい。

お考えのとおりですが、契約書案の文言のままとしま
す。
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093 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の返還）

21 第6章 59条 7項 本文 59条7項により事業者が都に無償譲渡する備品と、10
条4項本文後段により事業者が都に無償譲渡する備品
の範囲は同一でしょうか。（つまり、59条7項により事業
者が都に無償譲渡する備品は、備品台帳に記載され
た備品であって簿価が計上されていない備品に限られ
ると理解して良いですか。63条2項、65条2項、68条1
項、69条1項ではこのことが明記されているのですが、
59条7項本文の規定振りが63条2項、65条2項、68条1
項、69条1項と異なるのは、何か意味があるのでしょう
か。）

簿価の計上にかかわらず、備品台帳に記載された備品
は、都に無償譲渡してください。

094 契約書案 （本件施設及
び本件土地
の返還）

21 第6章 59条 7項 但書 「備品台帳」の定義（別紙１-20）によれば、39条2項に
規定される事業（＝民間提案事業）のみに必要な備品
が、備品台帳に記載されない本件施設の備品に該当
することになります。したがって、59条7項但書に規定さ
れた「備品台帳に記載されていない本件施設の備品」
とは、民間提案事業の実施のみに必要な備品と一致す
るものと理解してよろしいでしょうか。

契約書案第39条第2項に規定される事業は、業務要求
水準書P.41の７(1)の「本件施設を活用した事業（文化･
スポーツ教室等）」に当たります。
これに対して、民間提案事業は、同(2)「新たな施設･設
備を設けて行う事業(民間提案事業）」に該当します。
したがって、契約書案別紙1　20の「備品台帳」に記載さ
れていない備品とは、民間提案事業とは関係なく、本件
施設を活用して事業者が任意で行う事業のみに専ら使
用する備品ということになります。
民間提案事業の実施のみに必要な備品は、別途事業者
が管理してください。

095 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領前
の解除の効
果）

22 第7章 63条 1項 本事業契約が解除された場合には、本件施設及び本
件土地に関する使用貸借契約も10条1項により終了す
るものと思います。63条1項に定める違約金を事業者が
支払った場合には、10条6項に定める違約金を重ねて
支払う義務はないと理解してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。違約金を２重に徴収することはあり
ません。

096 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領前
の解除の効
果）

22 第7章 63条 1項 民間提案事業が、①文化・学習施設、②スポーツ施
設、③野外活動施設、④宿泊施設の４施設以外の、別
個独立の施設（「民間提案事業用施設」）の設計・建設・
維持管理・運営を伴う事業であっても良いとした場合、
違約金の算定基準となる「本件施設の改修工事費」に
は、民間提案事業用施設の設計・建設に係る費用は含
まれないことを念のためご確認下さい。

お考えのとおりですし、都の買取りの対象にもなりませ
ん。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

097 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領前
の解除の効
果）

23 第7章 63条 2項 但書 「備品台帳」の定義（別紙１-20）によれば、39条2項に
規定される事業（＝民間提案事業）のみに必要な備品
が、備品台帳に記載されない本件施設の備品に該当
することになります。したがって、63条2項但書に規定さ
れた「備品台帳に記載されていない本件施設の備品」
とは、民間提案事業の実施のみに必要な備品と一致す
るものと理解してよろしいでしょうか。

契約書案第39条第2項に規定される事業は、業務要求
水準書P.41の７(1)の「本件施設を活用した事業（文化･
スポーツ教室等）」に当たります。
これに対して、民間提案事業は、同(2)「新たな施設･設
備を設けて行う事業(民間提案事業）」に該当します。
したがって、別紙1　20の「備品台帳に記載されていない
備品」とは、民間提案事業とは関係なく、本件施設を活
用して事業者が任意で行う事業のみに専ら使用する備
品ということになります。

098 契約書案 （瑕疵担保責
任）

23 第7章 64条 3項 落札者がSPCを設立しないで直接に都と本事業契約を
締結する場合には、本条項の規定する保証契約の締
結は不要なると考えてよろしいでしょうか。

お考えの通りです。

099 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領後
の解除の効
果）

23 第7章 65条 1項 本事業契約が解除された場合には、本件施設及び本
件土地に関する使用貸借契約も10条1項により終了す
るものと思います。65条1項に定める違約金を事業者が
支払った場合には、10条6項に定める違約金を重ねて
支払う義務はないと理解してよろしいでしょうか。

お考えの通りです。違約金を２重に徴収することはあり
ません。

100 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領後
の解除の効
果）

24 第7章 65条 2項 但書 「備品台帳」の定義（別紙１-20）によれば、39条2項に
規定される事業（＝民間提案事業）のみに必要な備品
が、備品台帳に記載されない本件施設の備品に該当
することになります。したがって、65条2項但書に規定さ
れた「備品台帳に記載されていない本件施設の備品」
とは、民間提案事業の実施のみに必要な備品と一致す
るものと理解してよろしいでしょうか。

契約書案第39条第2項に規定される事業は、業務要求
水準書P.41の７(1)の「本件施設を活用した事業（文化･
スポーツ教室等）」に当たります。
これに対して、民間提案事業は同(2)「新たな施設･設備
を設けて行う事業(民間提案事業）」に該当します。
したがって、契約書案別紙1-20の「備品台帳」に記載さ
れていない備品とは、民間提案事業とは関係なく、本件
施設を活用して事業者が任意で行う事業のみに専ら使
用する備品ということになります。

101 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領前
の都の債務
不履行によ
る解除の効
果）

24 第7章 68条 1項 59条7項、63条2項、65条2項、69条1項には、「ただし、
都は、備品台帳に記載されていない本件施設の備品
を、都と事業者の間で別途合意する金額で買い取るこ
とができる」旨の但書が付いているのに、68条1項につ
いてだけ、同旨の但書がついていない理由を教えて下
さい。

契約書案第68条第1項についても、同旨のただし書を追
記します。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

102 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領前
の都の債務
不履行によ
る解除の効
果）

25 第7章 68条 3項 都の債務不履行の場合ですので、事業者は、本件事
業の実施により得られていたはずの利益（逸失利益）を
含む損害の賠償を請求することができると考えてよろし
いでしょうか。

お考えのとおりです。

103 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領後
の都の債務
不履行によ
る解除の効
果）

25 第7章 69条 1項 但書 「備品台帳」の定義（別紙１-20）によれば、39条2項に
規定される事業（＝民間提案事業）のみに必要な備品
が、備品台帳に記載されない本件施設の備品に該当
することになります。したがって、69条1項但書に規定さ
れた「備品台帳に記載されていない本件施設の備品」
とは、民間提案事業の実施のみに必要な備品と一致す
るものと理解してよろしいでしょうか。

契約書案第39条第2項に規定される事業は、業務要求
水準書P.41の７(1)の「本件施設を活用した事業（文化･
スポーツ教室等）」に当たります。
これに対して、民間提案事業は、同(2)「新たな施設･設
備を設けて行う事業(民間提案事業）」に該当します。
したがって、別紙1　20の「備品台帳」に記載されていな
い備品とは、民間提案事業とは関係なく、本件施設を活
用して事業者が任意で行う事業のみに専ら使用する備
品ということになります。

104 契約書案 （本件施設の
完了確認通
知の受領後
の都の債務
不履行によ
る解除の効
果）

25 第7章 69条 2項 都の債務不履行の場合ですので、事業者は、本件事
業の実施により得られていたはずの利益（逸失利益）を
含む損害の賠償を請求することができると考えてよろし
いでしょうか。

お考えのとおりです。

105 契約書案 （契約の終
了）

28 第9章 75条 2項 「第68条（ただし、第4項を除く。）の規定を準用する」と
ありますが、もともと68条に4項はありません。

「第4項を除く。」を「第3項を除く。」に修正します。

106 契約書案 協議会 28 第10章 協議会の設置 協議会の開催・運営に要する費用は都と事業者のどち
らが負担すると考えればよろしいでしょうか。

都と事業者とは、各自の費用をそれぞれ負担することに
なります。

107 契約書案 協議会 28 第10章 協議会 「協議会」の運営費（事務費、連絡費等）について、都と
事業者の費用負担比率について具体的にお示しくださ
い。

都と事業者とは、各自の費用をそれぞれ負担することに
なります。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

108 契約書案 （財務書類の
提出）

30 第11章 85条 2項 落札後、東京都と事業者の協議で分別会計方法につ
いて大きな認識のずれが生じないようにするため、東
京都が事業者に求める会計分離方法を具体的に提示
（指針等）していただけませんか。

会計分離の具体的方法については、落札者決定後、事
業者と都の協議により詳細を定める予定ですが、基本的
には事業者は、当該事業を他の既存事業と区分して、
一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に基づき
会計処理を行うこととし、定期的に部門別損益計算書、
部門別貸借対照表、部門別資金繰表（キャッシュフロー
計算書）等を都に対して提出することなどを予定しており
ます。また、必要と認められる場合、上記財務諸表につ
いて公認会計士等による監査の実施を求めることも想
定しています。

109 契約書案 （財務書類の
提出）

30 第11章 85条 2項 落札後、会計分離方法について東京都と事業者の協
議が不調に終わった場合、その解決策として事業者が
全額出資する別会社（ＳＰＣ等）を設立せざるを得ない
と考えますが、これは容認されると考えてよろしいでしょ
うか。

応札条件の変更を伴うことから、認められません。

110 契約書案 （事業者に対
する制約）

30 第11章 87条 1項 この条文の趣旨からいうと、株式、新株予約券付社債
のほか、新株予約権の対第三者発行も制限されるので
はないでしょうか。

お考えのとおりですが、その趣旨は、「また」以降で明ら
かになっていると考えます。

111 契約書案 （ネーミング・
ライト）

31 第11章 90条 1項 本契約締結後の本件施設の名称決定権は､事業者に
あると解釈してよろしいですか｡そのことにより、多摩地
域ユース・プラザ（仮称）の正式名称は、事業者が独自
に自由（事業者の企業名を付すなど）に決定してよいと
解釈しても構いませんか｡

施設名称については、業務要求水準書第6　1にあるよう
に、落札後に運営主体となる事業者と都の協議により決
定します。

112 契約書案 （共同企業体
の債務）

31 第11章 91条 落札者がSPCを設立した場合には、本条は削除して良
いのではないでしょうか。

お考えのとおりです。

113 契約書案 定義 33 別紙1 9 工事費残存額 定義規定中、「改修工事の工事費」相当額とあるのは、
「本件施設の改修工事費」（この用語は定義されていま
す）相当額とした方が正確ではないでしょうか。

お考えのとおりですので、契約書の文言を修正します。

114 契約書案 定義 33 別紙1 定義 9番「工事費残存額」、23番「本件施設の改修工事費」
の定義がありますが、P4「本件施設の改修費相当額」
及び「工事費残存額相当額」との意味するところの違い
をご教示願います。

同じ意味です。

115 契約書案 事業者が付
保すべき保
険

39 別紙5 2
3

施設賠償責任
保険
生産物賠償責
任保険

保険を付保する期間に「本件施設の都に対する譲渡
日」とありますが、本件施設の都に対する「返還日」の
誤りでしょうか？

お考えのとおりですので、契約書案の文言を修正しま
す。なお、「4 傷害保険」についても修正します。
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対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

116 契約書案 事業者が付
保すべき保
険

39 別紙5 施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、傷害保険
の各付保期間の末日が、「本件施設の都に対する譲渡
日」となっているのは、「本件施設の都に対する返還
日」の誤記でしょうか。

お考えのとおりですので、契約書の文言を修正します。

117 契約書案 不可抗力に
よる損害金
分担規定

42 別紙7 第1項、第2項の各但書で、「事業者が不可抗力により
受領した保険金額」には、施設賠償責任保険及び傷害
保険により受領した保険金額を含まないことを明記して
下さい。これらの保険は、事業者の対第三者責任の発
生を保険事故とする保険であって、その保険金相当額
は、実際に損害を被った第三者に対して支払われるの
で、事業者の損害を填補するものではないことが、その
理由です。

お考えのとおりですので、契約書案の文言を修正しま
す。

118 契約書案 不可抗力に
よる損害金
分担規定

42 別紙7 実施方針別紙１リスク分担表によれば本件事業の全段
階を通じて不可抗力リスクは、都が主分担・事業者が
従分担とされています。このことに関連して、不可抗力
リスクに関する事業者の従分担は、別紙7により事業者
が負担することと規定されている不可抗力リスクの限
度での負担であると考えてよろしいでしょうか。

契約書案別紙だけでなく、契約書案全体をご覧くださ
い。

119 契約書案 サービス購
入料の構成・
改定方法等

46 別紙10 １（１）表の「サービス購入料B」に関連して、開業後に整
備する備品購入費は「サービス購入料A」に分類される
と考えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

120 契約書案 サービス購
入料の構成・
改定方法等

48 別紙10 3 (2)a
A

サービス購入
料の改定方法
サービス購入
料
注記

注記の「物件的な費用」の中に「計画修繕費等」が含ま
れておりますが、これは誤りでしょうか。（サービス購入
量Ｃに該当するのでは？）

御指摘のとおりですので、契約書案を修正します。
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対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

121 入札説明
書他

事業の概要 2 事業の概要 本件敷地の用途地域が第1種低層住居専用地域（市街
化調整区域）となっており、特例許可が必要かと思われ
ますが、ユースプラザの許可申請をした際の計画施設
内容や許可の理由についてご明示いただきたい。

多摩地域ユース・プラザ（仮称）として活用するに当たり、
八王子市から「体験学習宿泊施設」として用途変更の許
可を受けています。
計画施設としては、活動室1,057㎡、宿泊室2,240㎡等延
べ面積14934.13㎡として申請しています。宿泊施設の面
積がこの規模を超えると、再度許可申請が必要になる
可能性があります。
許可の理由は、あくまで体験学習宿泊施設であり、宿泊
そのものを目的とする施設ではなく、建築基準法第48条
第1項ただし書にいう「第一種低層住居専用地域におけ
る良好な住居の環境を害するおそれがない」ものである
からです。
ただし、上記の計画施設の面積に近いことが審査上、有
利になることはありません。

122 入札説明
書他

対象となる公
共施設等の
名称及び概
要

2 2 (2) 概要 2P(2)概要　用途地域　第１種低層住居専用地域とあり
ますが、現在の用途は高校なので建築基準法上適法
ですが、ユース・プラザは旅館業法に当たる施設として
申請は建築基準法上の第１種低層住居専用地域用途
制限に対し不適法となる恐れはないのでしょうか。又申
請の際の申請用途をお示しください。
建築基準法上第１種低層住居専用地域には絶対高
10m/12mとありますが、用途変更後も地位の継承が可
能と考えて宜しいですか。又現行最大高さ19.8mまでは
許可済みと考えて宜しいですか。

多摩地域ユース・プラザ（仮称）として活用するに当たり、
八王子市から「体験学習宿泊施設」として用途変更の許
可を受けています。
また、最高高さは、16.10m（塔屋部分は20.80m）で許可
を受けています。
民間提案事業等による新たな用途の追加や高さの増加
等がある場合には、改めて許可申請が必要です。

123 入札説明
書他

事業方式：施
設の運営

2 2 (4) イ(ｲ) 事業方式
施設運営

運営・維持管理を行う職員は､都として何名を想定され
ているのでしょうか｡

事業者の創意による自由な提案を阻害する恐れがある
ので、都の詳細な想定を具体的に示すことは適当では
ないと考えます。事業者が提案する施設内容･運営方法
等に応じて、適切な職員数を設定してください。

124 入札説明
書他

事業方式：施
設利用者の
利用料金等
収入

3 2 (4) ウ(イ) 施設利用者の
利用料金等収
入

ここでいう利用料金は、地方自治法244条の2（公の施
設の設置、管理及び廃止）第4項にいう利用料金として
条例事項ですか。契約書案42条1項では、施設利用料
金の設定は事業者が行うと規定されていますが、42条
2項では施設利用料金のうち基本利用料金の変更には
都との協議が必要とされています。施設利用料金を事
業者の判断で変更するのに、手続的・時間的にどれく
らいかかると見込んでおく必要があるのかが質問の趣
旨です。

ここでいう利用料金は、地方自治法にいう条例事項では
ありません。したがって、基本利用料金の変更には都議
会の承認は必要ありませんが、都との協議を要します。
都としては、極力短時間で協議を進めるつもりです。
なお、基本料金以外の料金設定（割引等）は、事業者の
判断で随時変更することが可能です。
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No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

125 入札説明
書他

事業の概要 3 事業の概要 民間提案事業の計画により、特例許可の再取得が必
要となり本事業が遅延するリスクは、民間事業者側の
負担ということでしょうか。

お考えのとおりです。

126 入札説明
書他

事業方式：選
定事業者の
収入

3 選定事業者の
収入

その他収入として、企業協賛金、ネーミングライト販売
による収入があげられていますが、提案段階ではこれ
ら収入を想定し収支計画提案書（様式48）に織り込む
必要はないと考えてよろしいでしょうか。

織り込む必要はありません。

127 入札説明
書他

事業方式：選
定事業者の
収入

3 2 (4) ウ(ｳ) 事業方式 「ネーミングライト販売の収入」については区部ユース
プラザ(仮称)の場合､都と事業者の協議に定める一定
割合を5割程度と考えておられますが、多摩地域ユース
プラザ(仮称)の場合、どれくらいの割合で按分されるの
か、具体的にお示しください｡

5割程度と考えています。

128 入札説明
書他

事業期間 3 2 (5) 事業の概要
事業期間

運営、維持管理期間の継続協議において、継続可能と
判断される指標を示していただきたい。

その時の社会状況、周辺環境の変化、野外活動等をめ
ぐる利用者のニーズの変化等により判断することが適当
であり、現時点では示すことができません。

129 入札説明
書他

事業期間 3 2 (5) 事業の概要
事業期間

土地建物の賃借期間の更新手続きについて、事業期
間終了後更に事業期間が延長した場合には、更新手
続きが必要か示していただきたい。

事業期間終了後に、事業者が引き続き本件施設の運営
業務の受託を受ける場合には、契約形態によっては、新
たに使用貸借契約を締結することもあります。

130 入札説明
書他

遵守すべき
法令

4 (6) 計画通知による申請と考えて、よろしいですか。 現在、関係機関等と調整中であるため、入札公告関係
資料に対する質問回答（第２回）の回答の中で明らかに
する予定です。

131 入札説明
書他

改修業務を
担当する者
の要件

5 3 (1) イ 改修業務を担
当する者の要
件

ここで言う「改修業務を担当する者」の定義は、建設工
事において直接SPCまたは、単独代表企業と契約を締
結するもの、または建設JVの構成員でよろしいでしょう
か。
また、設計企業や備品の調達を行う業者もこの定義に
入るのでしょうか。

御質問の前段については、お考えのとおりです。
設計企業や備品の調達を行う業者はこの定義に入りま
せん。

132 入札説明
書他

入札参加者
の要件

5 3 入札参加に関
する条件等

「入札参加企業又は入札参加グループの構成員は、こ
の入札に参加する他の入札参加企業又は入札参加グ
ループの構成員となることはできない。」とありますが、
構成員以外の関係者・業務の委託先たる者は、複数の
入札参加企業（又はグループ）の関係者・業務の委託
先となることができると考えてよろしいでしょうか。

構成員以外の関係者・業務の委託先たる者は、複数の
入札参加企業（又はグループ）の関係者・業務の委託先
となることができます。ただし、改修業務を担当する者に
ついては、制限がありますので御注意ください。
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133 入札説明
書他

改修業務を
担当する者
の要件

5 3 (1) イ(ｴ) 「一の入札参加者のもとで改修業務を担当する者は、
他の入札参加者のもとで改修業務を担当することはで
きない。」という記載がありますが、同入札説明書　P.2
からP.3記載の「施設の運営」、「施設の維持管理」、「そ
の他」を担当する者は入札参加企業又は入札参加グ
ループの構成員とならない限りにおいて他の入札参加
者のもとで各々の業務を担当できるという解釈、具体的
にはこれらの業務を担当する者は複数の応募者の協
力企業としての参画が可能と解釈されますがこの理解
でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

134 入札説明
書他

本件事業の
予定総額

8 4 (1) 本件事業の予
定総額

ここにあります予定総額の内訳表の最上段（金額3,316
百万円）は、サービス購入料のAに相当するものと思い
ますが、ここには「利用料金収入は差し引く」との記述
があります。他方、契約書の別紙10や提案書の様式
47-1を見ると、今回の入札価格の一部となりますサー
ビス購入料のAには、「利用料金」は含まれていない様
に思われますが、入札価格の計算には「利用料金は含
まれない」でよろしいでしょうか。
もし、そうであれば予定総額の額(入札の失格上限額)
は、今の値より増加すると考えてよろしいでしょうか。

内訳表は、サービス購入料の内訳に則して都が直接実
施した場合の都の負担額を示したものです。経費から収
入を差し引いたものが都の負担額となるため、表におい
ては「利用料金は差し引く」との注記をつけました。
一方、契約書案別紙10や様式47-1は、事業者の収入見
込み分を差し引いた結果としてのサービス購入料を表現
するものです。
予定総額は、都の負担額（サービス購入料）を示したも
のであり、利用料金収入を勘案した結果であるため、予
定総額が今の値より増加することはありません。

135 入札説明
書他

本件事業の
予定総額

8 4 (1) 内訳表について説明会当日のご説明では、サービス提供に要する経費
３，３１６百万円には基本的な運営費の全てを含んでお
り、利用料収入は運営サイドに帰するとのことでした
が、【利用料は差し引く】とあります。この場合、利用料
収入があったらその分、予定されるサービス購入料が
減額されるようにも受け取れるのですが、どのように理
解すればよろしいでしょうか？

内訳表の数字は、都の直接実施を想定した場合の経費
から、都が想定する利用料金収入を差し引いたもので
す。すなわち、提案に当たっては、事業者の想定する経
費に対して、事業者が見込む利用料金収入分を差し引
いた上で、サービス購入料を計算･提示する、という意味
です。契約により確定したサービス購入料は、運営開始
後の利用料金収入の多少に連動して減額又は増額され
ることはありません。

136 入札説明
書他

本件事業の
予定総額

8 4 (1) 内訳表について３，３１６百万円は現在価値ベースと考え、物価変動は
それに上乗せされるとみてよいのでしょうか？

3,316百万円は、現在価値ベースではありません。また、
この額は都が直接実施した場合の参考額にすぎず、事
業者の提案額とは関係ありません。
物価変動があった場合には、事業者提案のサービス購
入料に対して、契約書案別紙10に基づいて改定します。
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137 入札説明
書他

本件事業の
予定総額

8 4 入札額につい
て

内訳表の中で継続的なサービス提供に要する経費に
ついては「利用料金収入は差し引く」とありますが、例え
ばある稼働率を想定した上で収入に比例する経費分を
差し引くという意味でしょうか。

内訳表の数字は既に差し引いた数字であり、都の直接
実施を想定した場合の経費から、都が想定する利用料
金収入を差し引いたものです。すなわち、提案に当たっ
ては、事業者の想定する経費に対して、事業者が見込
む利用料金収入分を差し引いた上で、サービス購入料
を計算･提示する、という意味です。

138 入札説明
書他

入札額 8 4 入札額につい
て

民間提案事業により新設される建物工事費について
は、サービス購入料の対象となるのでしょうか。

対象にはなりません。

139 入札説明
書他

入札額 8 4 入札額につい
て

光熱水費の算出にあたり､本件と類似の施設など､参考
となるデータがございましたら、ご教示ください｡

適当なデータはありません。
なお、八王子高陵高校及び都青年の家等は施設の内容
や規模等が異なるため、直接参考とはならないと考えま
す。

140 入札説明
書他

入札額：金利 9 4 (2) ウ(ｲ) 「入札提案時の基準金利は、平成14年9月2日とする」と
されていますが、確認のために、具体的金利を提示し
ていただけないでしょうか？

年１．１１６％です。

141 入札説明
書他

入札スケ
ジュール

10 5 (1) 配布図面 ＣＡＤ図面及びデータ（ＤＸＦ）及び別冊１「既存施設の建
物・設備等に関する情報」以外の詳細図等の貸与或い
は、閲覧等の予定はありますか。都の考えをお示し下
さい。

現地見学の際に関連図書を開示します。必要があれば
有償でお渡しする予定です。

142 入札説明
書他

入札の手続 11 5 (2) オ 質問回答書配
布

入札説明書によれば、質問内容と質問回答については
第１回、第２回とも公表されるものと理解されますが、
応募予定者の希望によって質問内容、質問回答とも当
該応募予定者のみに限定される非公開方式の質疑応
答の一部採用についてご検討いただけますでしょう
か。示された業務要求水準に従い提案の準備を進めて
いく過程において、応募予定者の提案内容に密接に関
わる質問が生じるケースもあります。

透明性・公平性の確保の観点から、公開が原則であると
考えます。
ただし、国の「ＰＦＩ事業実施に関するガイドライン」(平成
13年1月22日)にあるとおり、応募者の特殊な技術、ノウ
ハウ等に係る質問･回答で、公表することにより、応募者
の権利、競走上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるものは公表しません。

143 入札説明
書他

入札の手続：
資格確認通
知

11 5 (2) キ 入札手続等 資格確認通知はいつ頃いただけるのでしょうか。 平成15年2月5日を予定しています。

144 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

12 5 (4) ア(ｱ) SPCの設立 入札参加グループがSPCを設立する場合に、代表企業
はSPCの筆頭株主である必要がありますか。

代表企業が必ずしもSPCの筆頭株主である必要はあり
ません。
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145 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

12 5 (4) ア(ｱ) SPCの設立 入札参加グループの構成員でない者がSPCの株主と
なることは差支えないと理解して良いですか。基本協定
書（様式55）6条・別紙２（誓約書）では、そのような出資
者の存在が予定されています。

お考えのとおりです。

146 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

12 5 (4) ア(ｱ) SPCの設立 入札参加グループがSPCを設立する場合において、入
札参加グループの構成員中に、寄附行為により営利法
人（SPC）への出資を制限されている財団法人が含ま
れている場合には、その財団法人によるSPCへの出資
義務を免除することは可能でしょうか。

構成員は必ず出資してください。

147 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

12 5 (4) ア ＳＰＣの設立 「ＳＰＣに対しては、グループの構成員は出資を行なうこ
と」とありますが、これは必須条件となるのでしょうか。
例えばＮＰＯ法人、社会福祉法人等は出資を行なわな
くともグループ構成員として参加することができるとする
ことはできないでしょうか。

構成員の出資は必須条件です。

148 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

13 5 (4) ア(ｲ) SPCの設立 落札者がSPCを設立しない場合には、都との基本協定
書（様式55）の締結は不要と理解してよろしいですか。
特に、基本協定書６条、別紙１の出資者保証書は、落
札者がSPCを設立しない場合には適用される余地のな
い事項のみが規定されており、出資者保証書の提出は
不要と理解してよろしいですか。

お考えのとおりです。

149 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

13 5 (4) ア(ｲ) 契約手続き等
SPCの設立

SPCを設立しない場合、東京都が考えている会計分離
方法について具体的（留意点も含めて）にご教示くださ
い。

会計分離の具体的方法については、落札者決定後、事
業者と都との協議により詳細を定める予定ですが、基本
的には事業者は、当該事業を他の既存事業と区分し
て、一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に基
づき会計処理を行うこととし、定期的に部門別損益計算
書、部門別貸借対照表、部門別資金繰表（キャッシュフ
ロー計算書）等を都に対して提出することなどを予定して
おります。また、必要と認められる場合、上記財務諸表
について公認会計士等による監査の実施を求めることも
想定しています。

150 入札説明
書他

契約手続等：
SPCの設立

13 5 (4) ア(ｲ) 契約手続き等
SPCの設立

会計分離方法として、会計を外部機関に業務委託する
ことは可能でしょうか。

可能です。ただし、その場合には、別途、外部機関として
の適正性及び会計処理の適正性についての調査等を
行う必要があります。
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151 入札説明
書他

契約手続等 13 5 (4) オ 民間提案事業
の契約

民間提案事業にかかる協定を、事業契約とは別に締
結する理由をご教示ください。別個に締結する場合、民
間提案事業にかかる協定案は、事業者側で準備する
のでしょうか。

民間提案事業は、事業者の任意であることと、事前に提
案内容が想定できないことから、適切な協定内容を事前
に提示することが困難であり、また現実的でないため、
別に協定を締結することとしました。
協定案は、事業者側で準備してください。

152 入札説明
書他

入札保証
金、契約保
証金

13 5 (5) 入札保証金、
契約保証金

入札保証金や契約保証金の納付が免除されるのは、
具体的にどのような場合かご教示ください。

入札参加者（単独又はグループ）若しくは改修業務を担
当する者に、東京都の工事請負等競争入札参加有資格
者として登録されている者が含まれている場合には、入
札保証金を免ずる方針です。契約保証金についても同
様です。

153 入札説明
書他

入札保証金 13 5 (5) ア その他
入札保証金

入札保証金はいつの時点で返金していただけますか。 落札者決定後、直ちに返還します。

154 入札説明
書他

契約保証金 13 5 (5) イ その他
入札保証金

契約保証金は、事業終了時までは返金していただけな
いのですか。

契約期間満了後、返還します。

155 入札説明
書他

契約保証金 13 5 (5) イ その他
入札保証金

契約保証金の納付方法について提案があります。「契
約締結時点では、事業開始前であるため保証金を開
業経費相当の１００分の１０以上、そして運営開始時ま
でに契約金額の１００分の１０以上を納付すること」と協
議することは可能でしょうか。

認められません。
東京都契約事務規則第40条で、契約金額の100分の10
以上の契約保証金を納めさせなければならないと定め
られています。

156 入札説明
書他

入札時提出
書類：民間提
案事業提案
書

17 6 (2) (イ) 民間提案事業は､例えばﾌﾟｰﾙ運営事業等の施設整備
(改修)を伴う事業も可能と判断して宜しいでしょうか｡
その場合は､本事業終了時(10年後)において､提案事
業施設の取扱いは原状回復等の処置を求められるか､
都の判断をお示し下さい｡

民間提案事業については、原則として事業期間終了時
には事業者の費用において撤去（原状回復）していただ
くことになりますが、都との協議により都が買い取ること
もあり得ると考えています。

157 入札説明
書他

入札時提出
書類の提出
方法：会社名
等がわかる
表記の禁止

18 7 (5) ウ 入札時提出書
類の提出方法

提案書の表記方法として、入札参加者名(構成員名を
含む)がわかる記述を避ける、とありますが、たとえば、
社会教育事業をある団体に委託する場合など、それに
よって、入札参加者名が推察されるような団体であれ
ば､記述を避けないといけないのでしょうか｡

様式４４については、具体的企業名が確定している場合
には記載してください。

158 入札説明
書他

提出書類 様式集 枚数の指定がない様式は、“枚数に制限がない”と解し
てよろしいでしょうか｡

結構です。ただし、なるべく簡潔に記述して下さい。
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159 入札説明
書他

提出書類 様式集 需要動向調査等の添付資料をつける場合の体裁は、A
４版で作成しないといけないのでしょうか｡

他のサイズでもかまいませんが、折りこみ等により、最
終的な体裁はA4版になるように作成してください。

160 入札説明
書他

提出書類：一
般競争入札
参加資格確
認申請書

様式集 様式5 「一般競争入札参加資格確認申請書」の添付書類に、
「改修業務を担当する者の工事契約書（原本）」とありま
すが、工事契約書の写しでもかまわないでしょうか？

あくまでも工事契約書（原本）です。

161 入札説明
書他

飲食等の提
供業務に関
する提案

様式集 様式33 「必要に応じて枚数を増やしてください」と「A4版2枚以
内で具体的に記述してください」との提示がされていま
すが、どちらに合わせればよろしいでしょうか？

A4版2枚以内で記述してください。

162 入札説明
書他

提出書類 様式集 様式
34
39

「A４版で具体的に記述してください」とのみ提示されて
いますが、枚数は、適宜増やすことが可能と考えてよろ
しいでしょうか？

そのとおりです。

163 入札説明
書他

事業収支計
画書

様式集 様式48 計算書の欄が「4年度～７年度」となっており、5年度、6
年度分を省略するような提示がされておりますが、「5年
度、6年度」分も記載して、「A３版横」での提出も可能と
考えてもよろしいでしょうか？

様式集では、便宜上省略して提示したものです。事業者
の提案に当たっては、すべての年度について省略せず
に記載してください。
用紙は、Ａ３版横でも構いません。

164 入札説明
書他

事業スキー
ム図

様式集 様式44 提案書には、「会社名等がわかる表記の禁止」とされて
いますが、様式44では「具体的企業名」の表記が可能
と解釈して宜しいでしょうか？

様式４４については、具体的企業名が確定している場合
には記載してください。

165 入札説明
書他

提出書類 様式集 様式51 Ａ４版3枚以内､とありますが､参考資料も枚数に含める
のでしょうか｡

参考資料は枚数に含めなくて結構です。

166 入札説明
書他

入札時提出
書類

様式集 様式55 基本協定書 落札者がSPCを設立しない場合、基本協定の内容は第
3条や第6条を除いた項目立てとなるのでしょうか。

落札者がSPCを設立しない場合、基本協定の締結は必
要ありません。

167 入札説明
書他

事業の概要 耐震改修につ
いて

耐震診断及びその対策についての見解、また評価の
方法についてご提示下さい。

昭和62年に計画通知、平成元年に工事完了した建物で
あり、耐震関係規定については現行法規に適合してい
ます。耐震対策の必要はないと考えています。

168 入札説明
書他

事業の概要 その他 既存建物の耐震性能に関するデータの開示をお願いし
ます。

現地見学の時に構造計算書等を開示します。必要があ
れば有償でお渡しする予定です。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

169 入札説明
書他

事業の概要 その他 八王子高陵高校において、同校の行事以外で学校施
設を他の団体（行政機関も含む）に使用させている実
績（例：選挙、町会、地元団体、市、幼稚園･保育園等）
の有無､およびその詳細（時期､使用施設､団体名､使用
目的、使用料等）をご明示ください。

13年度の実績では、選挙の投票所として昇降口ホール
を八王子市に貸し出している他、学校開放事業として、
ｻｯｶｰ、ﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾃﾆｽの活動を行う3団体に、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ及びﾃ
ﾆｽｺｰﾄを延べ32回貸し出しています。
また、過去には、同窓会のために卒業生に会議室を貸し
出した実績もあります。
使用料は、いずれも無料です。

170 入札説明
書他

事業の概要 その他 閉館した青年の家（八王子、五日市、青梅等）の過去３
年分の稼動状況等（宿泊者等月別利用者数）をご教示
ください。

本回答に添付した別紙１のとおりです。

171 入札説明
書他

事業の概要 その他 八王子高陵高校の正門横に「建築計画のお知らせ」看
板が掲出されており､その中の「設計者」の項に「㈱ゼロ
建築都市研究所」の名があるが､東京都とこの設計者
の関係および、この設計者が行っている業務の内容に
ついてご教示ください。

㈱ゼロ建築都市研究所は、本事業のアドバイザリ-契約
を締結している三菱総合研究所から技術アドバイザーと
して委託され業務を行っています。当該設計者は、学校
から社会教育施設への用途変更手続業務を行ってお
り、事業者の提案とは関係ありません。

172 落札者決
定基準

基礎項目の
審査

3 4 (3) 基礎項目の審
査

基礎項目の審査付与の点数は､要求水準が全て満た
されていれば40点､満たしていない場合は､失格とあり
ますが､40点以外の配点はないと判断して宜しいでしょ
うか｡

40点以外の配点はありません。

173 落札者決
定基準

総合評価得
点の算出

3 4 (6) 総合評価得点
の算出

「民間提案事業」に関する審査の評価項目及び配点に
ついて、具体的にお示し下さい。

民間提案事業そのものは、審査の対象にはなりません。
ただし、提案内容により、ユース･プラザ本体の事業に対
する極めて大きな効果が、現実性･継続性を勘案して見
込まれる場合は、総合的加点で加点することもあり得ま
す。

174 落札者選
定基準

落札者の決
定

3 4 (7) 審査の内容
落札者の決定

最低限のサービス（加点をほとんど考慮せず、入札額
を極端に低く抑える）を提案した場合でも、総合評価得
点が最も高ければ落札者とみなすのでしょうか。

そのとおりです。ただし、総合評価点が119.2点（落札に
必要な最低得点）を下回っている提案は失格です。

175 落札者決
定基準

加点項目の
審査につい
て

8 別紙4 1 基本方針 「総合的加点」について、民間事業の提案内容につい
ても評価対象となるのでしょうか。仮に評価対象となる
場合、民間提案事業は事業期間中に内容が変更され
る可能性について、どのような基準で評価されるので
しょうか。

民間提案事業そのものは、審査の対象にはなりません。
ただし、提案内容により、ユース･プラザ本体の事業に対
する極めて大きな効果が、現実性･継続性を勘案して見
込まれる場合は、総合的加点で加点することもあり得ま
す。

176 落札者決
定基準

加点項目の
審査につい
て

9 別紙4 4 一般公開施設（ユーススクエア）に関する提案内容は、
審査事項「施設の内容・室構成(１)」と「施設の内容・室
構成(３)」のどちらで評価されるのでしょうか？

一般公開施設（ユース･スクエア）は、主に様式27が提案
様式となります。様式27は、落札者決定基準別紙４　４
審査内容の対象様式に示すとおり「施設の内容・室構成
(3)」により評価します。



多摩地域ユース･プラザ(仮称）整備等事業　入札公告関係書類に対する質問回答

対象案 タイトル 頁
No 該当項目

質問項目
質   問

番号等
該当箇所

回　　答

177 落札者決
定基準

加点項目の
審査につい
て

11 別紙4 4 審査内容
収支計画等

事業者が想定した施設利用稼働率の高低によって、採
点に大きな影響を及ぼしますか。

単純な高低だけの評価はしません。提案された稼働率
の妥当性･信頼性が評価のポイントとなります。

178 落札者決
定基準

加点項目の
審査につい
て

11 別紙4 4 審査内容
収支計画等

収支計画の「評価のポイント（例）」は、SPC設立を想定
していた評価であると考えますが、SPCを設立しない場
合についても、入札条件の公平を期すため「評価のポ
イント（例）」をご明示ください。

収支計画の「評価のポイント（例）」は、SPC設立の場合
だけを想定したものではありません。設立しない場合で
も評価に差はないと考えています。この「評価のポイント
（例）」でSPC設立の場合と設立しない場合の両方を同一
に評価します。

179 落札者決
定基準

加点項目の
審査につい
て

11 別紙4 4 審査内容
収支計画等

ＳＰＣを設立しない場合に比べ、ＳＰＣを設立した場合の
ほうが倒産隔離が図れると一般的には言われています
が、スキームの違いにより審査点数に差が生じること
はありますか。

スキームの違いにより審査点数に差が生じることはあり
ません。



多摩地域ユース･プラザ(仮称)整備等事業 入札公告関係書類に対する質問回答(第１回)               

 
 
 
 

東京都青年の家の利用状況（平成 11 年度～13 年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊東京都青年の家（7所） 
八王子青年の家 （平成 14 年 1 月末で利用終了） 

青梅青年の家 （平成 14 年 1 月末で利用終了） 

狭山青年の家 （平成 14 年 1 月末で利用終了） 

五日市青年の家 （平成 13 年 1 月末で利用終了） 

武蔵野青年の家 （平成 14 年 1 月末で利用終了） 

水元青年の家 

府中青年の家 

 

別 紙 １ 





 

TAIMSuser
平成11年度



TAIMSuser
平成１１年度



 

TAIMSuser
平成11年度



TAIMSuser
平成１１年度



 

TAIMSuser

TAIMSuser



 

TAIMSuser
平成12年度

TAIMSuser



 

TAIMSuser
平成12年度



 

TAIMSuser
平成12年度



 

TAIMSuser
平成12年度



 

TAIMSuser



利用人員 平成13年度

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

4 67 1325 484 352 489 973 26 26.6% 91 35.0% 4 19 1046 506 522 18 524 26 27.8% 81 31.2%

5 73 1677 629 534 514 1143 27 33.3% 120 44.4% 5 20 1223 646 559 18 664 27 34.2% 107 39.6%

6 68 1767 611 504 652 1263 25 34.9% 112 44.8% 6 17 957 545 390 22 567 24 32.4% 102 42.5%

7 72 2040 941 741 358 1299 27 49.8% 174 64.4% 7 36 2475 1286 1088 101 1387 27 68.0% 210 77.8%

8 53 2134 1203 763 168 1371 27 63.7% 247 91.5% 8 32 2817 1657 1092 68 1725 27 87.7% 251 93.0%

9 77 1879 863 575 441 1304 26 47.4% 178 68.5% 9 30 1633 855 696 82 937 26 47.0% 146 56.2%

10 72 1475 449 436 590 1039 27 23.8% 88 32.6% 10 24 954 438 349 167 605 28 22.3% 84 30.0%

11 70 1322 467 393 462 929 27 24.7% 92 34.1% 11 19 800 376 317 107 483 26 20.7% 85 32.7%

12 55 1216 487 399 330 817 24 29.0% 100 41.7% 12 18 914 366 315 233 599 24 21.8% 62 25.8%

1 59 1532 281 232 1019 1300 24 16.7% 65 27.1% 1 17 730 334 327 69 403 24 19.9% 61 25.4%

2 2

3 3

計 666 16367 6415 4929 5023 11438 260 35.2% 1267 48.7% 計 232 13549 7009 5655 885 7894 259 38.7% 1189 45.9%

※平成14年1月末で利用終了 ※平成14年1月末で利用終了

八王子青年の家 青梅青年の家



利用人員 平成13年度

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

4 32 1320 543 433 344 887 26 29.8% 77 37.0% 4

5 33 1441 673 417 351 1024 27 35.6% 116 53.7% 5

6 26 1117 545 416 156 701 24 32.4% 80 41.7% 6

7 41 2260 1063 948 249 1312 27 56.2% 154 71.3% 7

8 31 2330 1296 857 177 1473 27 68.6% 196 90.7% 8

9 31 1671 748 630 293 1041 26 41.1% 136 65.4% 9

10 24 965 320 305 340 660 28 16.3% 51 22.8% 10

11 36 1408 527 502 379 906 26 29.0% 85 40.9% 11

12 22 1283 585 405 293 878 24 34.8% 92 47.9% 12

1 26 758 312 292 154 466 24 18.6% 51 26.6% 1

2 2

3 3

計 302 14553 6612 5205 2736 9348 259 36.5% 1038 50.1% 計

※平成14年1月末で利用終了 ※平成13年1月末で利用終了

五日市青年の家狭山青年の家



利用人員 平成13年度

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

4 42 1728 742 663 323 1065 26 40.8% 125 60.1% 4 58 4860 1547 1158 2155 3702 26 39.7% 192 49.2%

5 32 1696 766 693 237 1003 27 40.5% 114 52.8% 5 45 2997 1522 1174 301 1823 27 37.6% 201 49.6%

6 49 1805 860 726 219 1079 25 49.1% 141 70.5% 6 56 2597 1225 1035 337 1562 25 32.7% 188 50.1%

7 47 2268 1170 895 203 1373 27 61.9% 171 79.2% 7 77 4173 2027 1756 390 2417 27 50.0% 259 64.0%

8 56 2061 1111 833 117 1228 27 58.8% 194 89.8% 8 81 4982 2622 1879 481 3103 27 64.7% 327 80.7%

9 48 2049 1119 768 162 1281 26 61.5% 183 88.0% 9 62 3552 1930 1428 194 2124 26 49.5% 260 66.7%

10 46 1696 802 674 220 1022 27 42.4% 131 60.6% 10 53 2431 1184 904 343 1527 27 29.2% 189 46.7%

11 46 1670 876 703 91 967 27 46.3% 145 67.1% 11 51 2286 1105 924 257 1362 27 27.3% 150 37.0%

12 45 1708 785 691 232 1017 24 46.7% 132 68.8% 12 38 1756 948 666 142 1092 24 26.3% 133 36.9%

1 34 1412 664 607 141 805 24 39.5% 104 54.2% 1 36 1966 965 681 320 1285 25 25.7% 131 34.9%

2 2 65 3573 1960 1162 451 2411 24 54.4% 277 76.9%

3 3 72 4618 2582 1756 278 2860 26 66.2% 327 83.8%

計 445 18093 8895 7253 1945 10840 260 48.9% 1440 69.2% 計 694 39791 19617 14523 5649 25266 311 42.1% 2634 56.5%

※平成14年1月末で利用終了

水元青年の家武蔵野青年の家



利用人員 平成13年度

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

月

団
体
数 B

+
C
+
D

施
設
利
用
人
員
数
A

宿
泊
利
用
Ｂ

退
館
日
利
用
Ｃ

日
帰
り
利
用
Ｄ

Ｂ
+
Ｄ

宿
泊
･
日
帰
り
の
計

宿
泊
可
能
日

宿
泊
利
用
率

使
用
室
数

宿
泊
室
利
用
率

備
　
考

4 153 4372 1839 1623 910 2749 26 47.2% 279 59.6% 4 371 14651 5661 4751 4239 9900 156 35.3% 845 45.4%

5 125 4049 2007 1248 794 2801 27 49.6% 309 63.6% 5 328 13083 6243 4625 2215 8458 162 38.5% 967 50.6%

6 126 3198 1212 1129 857 2069 24 33.7% 197 45.6% 6 342 11441 4998 4200 2243 7241 147 35.9% 820 49.2%

7 161 5445 2431 2086 928 3359 27 60.0% 352 72.4% 7 434 18661 8918 7514 2229 11147 162 57.7% 1320 71.5%

8 132 5450 2863 2040 547 3410 27 70.7% 430 88.5% 8 385 19774 10752 7464 1558 12310 162 69.0% 1645 89.0%

9 164 4456 2056 1623 777 2833 26 52.7% 346 73.9% 9 412 15240 7571 5720 1949 9520 156 49.9% 1249 69.8%

10 125 3097 1205 938 954 2159 28 28.7% 204 40.5% 10 344 10618 4398 3606 2614 7012 165 27.1% 747 38.9%

11 138 2945 1082 999 864 1946 26 27.7% 187 40.0% 11 360 10431 4433 3838 2160 6593 159 29.3% 744 42.0%

12 122 2693 1196 833 664 1860 24 33.2% 203 47.0% 12 300 9570 4367 3309 1894 6263 144 32.0% 722 44.7%

1 127 2373 885 605 883 1768 25 23.6% 138 30.7% 1 299 8771 3441 2744 2586 6027 146 24.0% 550 33.1%

2 161 4168 2101 1294 773 2874 24 58.4% 347 80.3% 2 226 7741 4061 2456 1224 5285 48 56.4% 624 26.2%

3 154 5298 2489 2027 782 3271 26 63.8% 419 89.5% 3 226 9916 5071 3783 1060 6131 52 65.0% 746 28.9%

計 1688 47544 21366 16445 9733 31099 310 45.9% 3411 61.1% 計 4027 149897 69914 54010 25971 95885 1659 43.3% 10979 49.1%

６
所
平
均

２
所
平
均

府中青年の家 ６所合計



平成13年度

主 そ   宿 主 そ   日 合

団 少 高 大 サ 学 小 中 高 大 少 高 大 サ 学 小 中 高 大
体 年 校 学 ｜ 地 職 成 小 齢 小 催 の   泊 年 校 学 ｜ 地 職 成 小 齢 小 催 の   帰
種 少 サ サ ク 域 域 人 前 学 学 学  少 サ サ ク 域 域 人 前 学 学 学  計
別 女 ｜ ｜ ル 団 団 団 一 事 他   合 女 ｜ ｜ ル 団 団 団 一 事 他   り

月 （団体数） 団 ク ク 団 体 体 体 計 年 校 校 校 等 計 団 ク ク 団 体 体 体 計 年 校 校 校 等 計
人員 体 ル ル 体 業   計Ａ 体 ル ル 体 業   計Ｂ Ａ ＋Ｂ

（団体数）
40 7 57 36 3 3 33 179 1 2 6 9 9 27 20 0 226 4 0 17 10 0 0 302 333 0 0 103 1 0 104 3 0 440

人   員
1478 122 1869 760 79 254 524

5086
68 73 76 251 273

741
588 0

6415
218 3 339 141 5 0 2038

2744
0 0 1587 17 5

1609
670 0

5023

（団体数）
48 12 35 40 1 5 19 160 5 13 3 12 6 39 17 0 216 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 13 0 16

人   員
1949 208 1412 1008 33 133 343

5086
132 538 41 401 151

1263
660 0

7009
113 0 25 135 0 7 25

305
21 2 2 2 1

28
552 0

885

（団体数）
61 13 26 27 7 2 42 178 9 3 5 9 7 33 4 0 215 10 1 4 7 1 1 49 73 0 2 1 1 0 4 9 0 86

人   員
2424 261 743 529 325 156 730

5168
440 163 90 312 205

1210
234 0

6612
791 21 219 255 125 10 921

2342
53 84 18 15 14

184
210 0

2736

（団体数）
29 101 113 62 15 1 36 357 3 3 3 1 16 26 3 0 386 1 5 3 8 0 2 36 55 0 0 0 0 0 0 4 0 59

人   員
960 1781 3061 1328 291 6 465

7892
89 85 164 19 586

943
60 0

8895
147 160 287 503 23 22 518

1660
5 2 0 0 33

40
245 0

1945

（団体数）
116 28 147 84 0 11 79 465 9 16 11 10 5 51 8 0 524 11 4 12 32 0 3 89 151 0 2 4 0 1 7 12 0 170

人   員
5707 575 5876 2447 0 467 1695

16767
526 827 422 389 395

2559
291 0

19617
1244 89 285 656 0 73 1031

3378
2 123 167 8 16

316
1955 0

5649

（団体数）
123 37 212 88 0 12 102 574 9 15 7 16 5 52 12 0 638 16 19 85 63 0 3 840 1026 0 1 1 0 0 2 2 20 1050

人   員
6107 780 6479 1877 0 947 1695

17885
577 567 514 1115 326

3099
401 0

21385
1007 168 1462 859 0 48 5822

9366
14 33 39 31 0

117
128 122

9733

（団体数）
417 198 590 337 26 34 311 1913 36 52 35 57 48 228 64 0 2205 42 29 121 122 1 9 1317 1641 0 5 109 2 1 117 43 20 1821

人   員
18625 3727 19440 7949 728 1963 5452

57884
1832 2253 1307 2487 1936

9815
2234 0

69933
3520 441 2617 2549 153 160 10355

19795
95 244 1813 73 69

2294
3760 122

25971

構成比 27% 5.3% 27.8% 11.4% 1.0% 2.8% 7.8%  2.6% 3.2% 1.9% 3.6% 2.8%  3.2% 0.0% 100.0% 14% 1.7% 10% 9.8% 0.6% 0.6% 39.9%  0.4% 0.9% 7.0% 0.3% 0.3%  14.5% 0.5% 100.0%

団 体 種 別 人 員 調 べ

301

9348

445

4026

95904

10840

694

合
計

日     帰     り利用別

25266

1688

31118

232

7894

狭
　
山

武
蔵
野

水
　
元

府
　
中

宿          泊

社   会   教   育 学   校   教   育

青
　
梅

666

11438

八
王
子

学   校   教   育社   会   教   育




